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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　重量平均分子量が１５，０００～３５，０００であるポリアクリルアミドと、
　重量平均分子量が３００，０００～１，０００，０００である高分子ポリマー（但し前
記ポリアクリルアミドを除く。）とを含有し、
　前記ポリアクリルアミドと前記高分子ポリマーとの質量比が５：１００～２０：１００
であり、
　前記高分子ポリマーが、アクリル系ポリマー及び／又はエチレン酢酸ビニル共重合体で
ある、接着剤組成物。
【請求項２】
　前記ポリアクリルアミドを構成するモノマーが、アクリルアミド及び／又はＮ，Ｎ－ジ
メチルアクリルアミドである請求項１に記載の接着剤組成物。
【請求項３】
　更に硬化剤を含有する請求項１又は２に記載の接着剤組成物。
【請求項４】
　前記硬化剤の量は、前記ポリアクリルアミド（固形分）と前記高分子ポリマー（固形分
）との合計１００質量部に対して、１～２０質量部である請求項３に記載の接着剤組成物
。
【請求項５】
　更に水を含有する請求項１～４のいずれかに記載の接着剤組成物。
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【請求項６】
　ドライラミネーションに使用される請求項１～５のいずれかに記載の接着剤組成物。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は接着剤組成物に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、レトルトパウチのような、性質の異なるフイルムを貼り合わせる技術として例え
ば、ドライラミネーションが使用されている。ドライラミネーションは、接着剤を有機溶
剤で適当な粘度に希釈してフイルムに塗布し、乾燥後もう一方のフイルムと圧着して貼り
合わせる方法である。ドライラミネーションには、接着剤を有機溶剤で希釈する一般的な
方法のほか、最近ではエマルジョンタイプ（水の中に接着剤を分散した水性タイプ）があ
る。またウレタン系接着剤組成物として例えば特許文献１が提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００９－２２１４２３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、本願発明者は従来の接着剤組成物は接着性が低いことを見出した。
　そこで、本発明は接着性に優れる接着剤組成物を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明者は、上記課題を解決すべく鋭意研究した結果、重量平均分子量が１５，０００
～３５，０００であるポリアクリルアミドと、重量平均分子量が３００，０００～１，０
００，０００である高分子ポリマー（但し前記ポリアクリルアミドを除く。）とを含有し
、前記ポリアクリルアミドと前記高分子ポリマーとの質量比が５：１００～２０：１００
である組成物が接着性に優れることを見出し、本発明を完成させた。
【０００６】
　すなわち、本発明は、下記１～７を提供する。
　１．　重量平均分子量が１５，０００～３５，０００であるポリアクリルアミドと、
　重量平均分子量が３００，０００～１，０００，０００である高分子ポリマー（但し前
記ポリアクリルアミドを除く。）とを含有し、
　前記ポリアクリルアミドと前記高分子ポリマーとの質量比が５：１００～２０：１００
である、接着剤組成物。
　２．　前記ポリアクリルアミドを構成するモノマーが、アクリルアミド及び／又はＮ，
Ｎ－ジメチルアクリルアミドである上記１に記載の接着剤組成物。
　３．　前記高分子ポリマーが、アクリル系ポリマー及び／又はエチレン酢酸ビニル共重
合体である上記１又は２に記載の接着剤組成物。
　４．　更に硬化剤を含有する上記１～３のいずれかに記載の接着剤組成物。
　５．　前記硬化剤の量は、前記ポリアクリルアミド（固形分）と前記高分子ポリマー（
固形分）との合計１００質量部に対して、１～２０質量部である上記４に記載の接着剤組
成物。
　６．　更に水を含有する上記１～５のいずれかに記載の接着剤組成物。
　７．　ドライラミネーションに使用される上記１～６のいずれかに記載の接着剤組成物
。
【発明の効果】
【０００７】
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　本発明の接着剤組成物は接着性に優れる。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　本発明について以下詳細に説明する。
　本発明の接着剤組成物は、
　重量平均分子量が１５，０００～３５，０００であるポリアクリルアミドと、
　重量平均分子量が３００，０００～１，０００，０００である高分子ポリマー（但し前
記ポリアクリルアミドを除く。）とを含有し、
　前記ポリアクリルアミドと前記高分子ポリマーとの質量比が５：１００～２０：１００
である、接着剤組成物である。
【０００９】
　本発明の接着剤組成物は、特定の範囲の重量平均分子量を有するポリアクリルアミドと
、高分子ポリマー（但し前記ポリアクリルアミドを除く。）とを特定の量比で含有するこ
とによって、従来のウレタン系ドライラミネート用接着剤より高い接着力を有する。
【００１０】
　ポリアクリルアミドについて以下に説明する。本発明の接着剤組成物に含有されるポリ
アクリルアミドは、アミド基又はアミド結合（－ＣＯ－Ｎ－Ｒ2）を有し、主鎖がアクリ
ル樹脂である。－ＣＯ－Ｎ－Ｒ2で表されるアミド結合は、式中（－ＣＯ－Ｎ－Ｒ2）、Ｒ
は水素原子又は炭化水素基を表し、２つのＲは同じでも異なってもよい。２つのＲが水素
原子である場合は除かれる。Ｒとしては、例えば、脂肪族炭化水素基、脂環式炭化水素基
、芳香族炭化水素基、これらの組み合わせが挙げられる。
　ポリアクリルアミドは単独重合体、共重合体のいずれであってもよい。共重合体である
場合、モノマーとして（メタ）アクリルアミド系モノマー以外のビニル性化合物を使用す
ることができる。
【００１１】
　本発明において、ポリアクリルアミドの重量平均分子量は１５，０００～３５，０００
であり、破壊モードが適正となり接着性により優れ、基材との濡れが高いという観点から
、１５０００～３００００であるのが好ましく、１７０００～３００００であるのがより
好ましい。
【００１２】
　ポリアクリルアミドはその製造について特に制限されない。例えば、水中で重合開始剤
の存在下で（メタ）アクリルアミド系モノマーを重合（水溶液重合）させることによって
製造することができる。
　（メタ）アクリルアミド系モノマーは、アミド基又はアミド結合とビニル重合性基とを
有する化合物であれば特に制限されない。
　ビニル重合性基としては、例えば、ＣＨ2＝ＣＲ－（Ｒは水素原子又はメチル基）が挙
げられる。
　アミド基又はアミド結合とビニル重合性基とは単結合で又は有機基を介して結合するこ
とができる。有機基としては、例えば、酸素原子、窒素原子、硫黄原子のようなヘテロ原
子を有してもよい炭化水素基が挙げられる。炭化水素基としては、例えば、脂肪族炭化水
素基、脂環式炭化水素基、芳香族炭化水素基、これらの組み合わせが挙げられる。炭化水
素基は、鎖状、分岐状のいずれでもよく、不飽和結合を有してもよい。
　ポリアクリルアミドを構成するモノマー［（メタ）アクリルアミド系モノマー］として
は、例えば、接着性により優れ、粘度が低いという観点から、アクリルアミド、アミドの
窒素原子が上記Ｒで置換されたアクリルアミド（例えば、Ｎ－モノ又はジアルキル置換ア
クリルアミド）が好ましく、アクリルアミド及び／又はＮ，Ｎ－ジメチルアクリルアミド
であるのがより好ましい。
【００１３】
　ポリアクリルアミドを製造する際に使用される重合開始剤としては、例えば、親水性重
合開始剤が挙げられ、具体的には例えば、過硫酸アンモニウム及び／又はアゾビスシアノ
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吉草酸が挙げられる。重合開始剤の量は従来公知の量とすることができる。
　重合開始剤は、接着性により優れ、ポリマーに親水性を与え被着体への濡れ性に優れる
という観点から、過硫酸アンモニウム、過酸化カリウムが好ましい。
　ポリアクリルアミドの製造としては例えば、水に（メタ）アクリルアミド系モノマー、
重合開始剤を入れ５０～８０℃の条件において撹拌しながら重合させることによって製造
することができる。
　得られた水溶液をそのままポリアクリルアミドとして使用することができる。
【００１４】
　ポリアクリルアミドとして、ポリアクリルアミドの水溶液を使用するのが好ましい態様
の１つとして挙げられる。
　ポリアクリルアミドが水溶液である場合、ポリアクリルアミドの量（固形分）は、接着
性により優れ、被着体への濡れ性に優れるという観点から、当該水溶液の５～４０質量％
であるのが好ましく、１０～２５質量％であるのがより好ましい。
　必要に応じて水分を除去又は添加することができる。
　ポリアクリルアミドはそれぞれ単独でまたは２種以上を組み合わせて使用することがで
きる。
【００１５】
　高分子ポリマーについて以下に説明する。本発明の接着剤組成物に含有される高分子ポ
リマーは、重量平均分子量が１５，０００～３５，０００であるポリアクリルアミドを除
き、特に制限されない。例えば、アクリル系ポリマー、エチレン酢酸ビニル共重合体、ウ
レタン樹脂、酢酸ビニルポリマーが挙げられる。
　高分子ポリマーの構造は、接着性により優れ、被着体への濡れ性に優れるという観点か
ら、アクリル系ポリマー及び／又はエチレン酢酸ビニル共重合体であるのが好ましい。本
発明において、アクリル系ポリマーからポリアクリルアミドを除くことができる。
【００１６】
　本発明において、高分子の重量平均分子量は、３００，０００～１，０００，０００で
あり、接着性により優れ、接着耐久性に優れるという観点から、４０００００～１０００
０００であるのが好ましく、５０００００～１００００００であるのがより好ましい。
【００１７】
　高分子ポリマーとして、高分子ポリマーと水とを含有し、該高分子ポリマーを分散質（
エマルジョン粒子）とし、該水を分散媒（連続相）とする分散系（エマルジョン）を使用
することができる。
　高分子ポリマーはその製造について特に制限されない。また高分子ポリマーとして市販
品を使用することができる。
　高分子ポリマーはそれぞれ単独でまたは２種以上を組み合わせて使用することができる
。
【００１８】
　本発明において、ポリアクリルアミド（固形分）と高分子ポリマー（固形分）との質量
比は、５：１００～２０：１００であり、接着性により優れ、接着耐久性に優れるという
観点から、５：１００～１５：１００であるのが好ましく、７：１００～１５：１００で
あるのがより好ましい。
【００１９】
　本発明の接着剤組成物は、接着性により優れ、接着耐久性に優れるという観点から、更
に硬化剤を含有するのが好ましい。硬化剤は、ポリアクリルアミド、高分子ポリマーに対
して使用される硬化剤である、又は、基材と反応及び／若しくは相互作用することができ
る化合物であるのが好ましい態様として挙げられる。硬化剤は、例えば、イソシアネート
基、アルコキシシリル基からなる群から選ばれる少なくとも１種の官能基を２個以上有す
る化合物が挙げられる。官能基は有機基を介して結合することができる。有機基は上記と
同義である。
【００２０】
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　硬化剤としては、ポリイソシアネート、が挙げられる。ポリイソシアネートとしては、
例えば、ヘキサメチレンジイソシアネート、イソフォロンジイソシアネートのような脂肪
族ポリイソシアネート；ジフェニルメタンジイソシアネート（ＭＤＩ）、ポリメリックＭ
ＤＩ、トルエンジイソシアネートのような芳香族ポリイソシアネートが挙げられる。
　硬化剤はそれぞれ単独でまたは２種以上を組み合わせて使用することができる。
【００２１】
　硬化剤の量は、接着性により優れ、接着耐久性に優れるという観点から、ポリアクリル
アミド（固形分）と高分子ポリマー（固形分）との合計１００質量部に対して、１～２０
質量部であるのが好ましく、２～１０質量部であるのがより好ましい。
【００２２】
　本発明の接着剤組成物は更に水を含有することができる。水の量は、組成物全体中の３
０～６０質量％とすることができる。
【００２３】
　本発明の接着剤組成物は、上記成分以外に、本発明の目的、効果を損なわない範囲で、
必要に応じてさらに添加剤を含有することができる。添加剤としては、例えば、タッキフ
ァイヤー、充填剤、顔料、ブロッキング防止剤、分散安定剤、揺変剤、粘度調節剤、レベ
リング剤、ゲル化防止剤、光安定剤、老化防止剤、酸化防止剤、紫外線吸収剤、可塑剤、
滑剤、帯電防止剤、補強材、難燃剤、触媒、消泡剤、増粘剤、分散剤、界面活性剤、レオ
ロジー調整剤が挙げられる。添加剤の量は、特に制限されない。
　本発明の接着剤組成物は完全無溶剤型（完全無有機溶剤型）、環境対応型とすることが
できる。
【００２４】
　本発明の接着剤組成物はその製造について特に制限されない。例えば、高分子ポリマー
のエマルジョンとポリアクリルアミド（水溶液であってもよい）とを均一に混合して、高
分子ポリマーとポリアクリルアミドとを含有する第１液（主剤）を製造し、硬化剤を含有
する第２液を製造して、使用時に第１液と第２液とを混合することによって製造すること
ができる。
【００２５】
　本発明の接着剤組成物を適用することができる基材としては、例えば、ドライラミネー
ションに使用される基材が挙げられ、具体的には例えば、ポリエチレンテレフタレート、
ポリプロピレン（延伸ポリプロピレン）、ポリエチレン、ポリイミド、ナイロンのような
ポリマー；アルミニウムのような金属が挙げられる。
　本発明の接着剤組成物を基材に適用する方法は特に制限されない。例えば、従来公知の
ものが挙げられる。
　本発明の接着剤組成物を適用する塗布工程のあと、必要に応じて乾燥工程を設けること
ができる。乾燥工程における乾燥温度は３０～１００℃とすることができる。乾燥方法は
特に制限されない。
　乾燥工程後、必要に応じて基材を養生させ、その後、接着剤組成物を塗布した基材と別
の基材を貼りあわせて積層体とし、これを２０～６０℃又は２０～８０℃、０．５～３Ｍ
Ｐａ又は０．０５～３ＭＰａの条件下でプレスして、基材を接着させるプレス工程を設け
ることができる。
【００２６】
　本発明の接着剤組成物の用途としては、例えば、ドライラミネーション用接着剤、プロ
ファイルラッピング用が挙げられる。
【実施例】
【００２７】
　以下に、実施例を示して本発明を具体的に説明する。ただし、本発明はこれらに限定さ
れない。
＜ポリアクリルアミドの製造＞
・重合例１～８
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　下記第１表に示す成分を同表に示す量（モル比）で用い、これらを水１００ｍｌに加え
、６０℃の条件下で６時間反応させ、６時間後反応を停止して、ポリアクリルアミドを製
造した。得られた反応液は、ポリアクリルアミドが水に溶解している、ポリアクリルアミ
ドの水溶液であった。
（ポリアクリルアミドの重量平均分子量の測定）
　得られたポリアクリルアミドの水溶液についてジメチルフォルムアミド（ＤＭＦ）を溶
媒とするゲル・パーミエーション・クロマトグラフィー（ＧＰＣ）により測定し、標準ポ
リスチレン換算によってポリアクリルアミドの重量平均分子量を得た。結果を第１表に示
す。
＜ウレタンプレポリマーの製造＞
・重合例９～１２
　下記第１表に示す成分を同表に示す量（モル比）で用い、これらを７０℃の条件下で６
時間反応させ、ウレタンプレポリマーを製造した。
（ウレタンプレポリマーの重量平均分子量の測定）
　得られたウレタンプレポリマーについて、ＤＭＦを溶媒とするゲル・パーミエーション
・クロマトグラフィー（ＧＰＣ）によって測定し、標準ポリスチレン換算によって重量平
均分子量を得た。結果を第１表に示す。
【００２８】
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【表１】

【００２９】
　第１表に示す各成分の詳細は以下のとおりである。
・アクリルアミド：和光純薬社製
・Ｎ，Ｎ－ジメチルアクリルアミド：和光純薬社製
・アゾビスシアノ吉草酸：和光純薬社製
・過硫酸アンモニウム：和光純薬社製



(8) JP 6111772 B2 2017.4.12

10

20

30

・水添ＸＤＩ：水添キシリレンジイソシアネート、試薬、和光純薬社製
・ＰＰＧ４００：ポリプロピレングリコール、試薬、和光純薬社製、分子量４００
・ＰＰＧ１０００：ポリプロピレングリコール、試薬、和光純薬社製、分子量１０００
【００３０】
＜接着剤組成物の製造＞
・主剤の製造
　下記第２表に示す主剤の成分を同表に示す量（単位は質量部。主剤の量は固形分量であ
る。）で使用し、これらを均一に混合して接着剤組成物の主剤を製造した。
・主剤と硬化剤との混合
　上記のとおり製造された主剤１００質量部に対して、下記第２表に示す硬化剤の成分を
同表に示す量（単位は質量部。固形分量）で使用し、主剤と硬化剤とを均一に混合して接
着剤組成物を製造した。
【００３１】
＜評価＞
　上記のとおり製造された接着剤組成物について、接着性を下記の方法で評価した。結果
を第２表に示す。
・積層体の製造
　まず、厚さ４０μｍのポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）を２枚準備し、そのうち
の１枚に、上記のとおり製造された接着剤組成物をＮｏ．３０バーコーターで塗布し、１
００℃の条件下で５分間乾燥させ、乾燥後３時間置いた。３時間経過後、接着剤組成物を
塗布したＰＥＴにもう１枚のＰＥＴを貼りあわせて積層体とし、これを８０℃、０．０５
ＭＰａの条件下で３分間プレスした。
・剥離強度の測定
　プレス後積層体を幅２５ｍｍの短冊状に切って、これを用いて常温にて引張試験機を用
いて２００ｍｍ／分の剥離速度でＴ型剥離での剥離強度を測定した。
　剥離強度が１．１ｋｇ／２５ｍｍ以上である場合、接着性に優れる。
・破壊モードの確認
　また剥離強度測定後の積層体の破壊モードを目視で確認した。ＣＦは接着剤層の凝集破
壊を示し、ＡＦは接着剤層と基材との界面破壊を示す。
　破壊モードがＣＦである場合、接着性に優れる。
【００３２】
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【表２】

【００３３】
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　第２表に示されている各成分の詳細は以下のとおりである。
・アクリルエマルジョン　ビニブラン５２０２Ｃ：アクリル系エマルジョン、日信化成社
製、表中の分子量は当該エマルジョンに含有されるアクリル樹脂の重量平均分子量である
。
・ＥＶＡエマルジョン　スミカフレックス４００：エチレン酢酸ビニル共重合体エマルジ
ョン、住友化学社製、表中の分子量は当該エマルジョンに含有されるエチレン酢酸ビニル
共重合体の重量平均分子量である。
・ウレタンエマルジョン　ハイドランＡＰ－４０：ＤＩＣ社製、表中の分子量は当該エマ
ルジョンに含有されるポリウレタンの重量平均分子量である。
・ＡＤ－５０２：東洋モートン社製、ポリウレタン系接着剤の主剤（ケトン系溶剤を含む
溶剤型）
・ポリアクリルアミド：上記のとおり製造例１～８で製造されたポリアクリルアミド
・ウレタンプレポリマー：上記のとおり製造例９～１２で製造されたウレタンプレポリマ
ー
・スミジュール４４Ｖ１０：ポリメリックＭＤＩ、スミカバイエルウレタン社製、ポリア
クリルアミド又はウレタンプレポリマー用硬化剤として使用。
・ＣＡＴ１０Ｌ：東洋モートン社製、ポリウレタン系硬化剤（ケトン系溶剤を含む溶剤型
）
【００３４】
　第２表に示す結果から明らかなように、溶剤系ポリウレタンの接着剤を使用する比較例
１２は接着力が０．６ｋｇ／２５ｍｍと低く接着性が悪かった。重量平均分子量が３００
，０００未満の高分子ポリマーを含有する比較例１は接着性が低かった。ポリアクリルア
ミドを含有しない比較例２、ポリアクリルアミドの量が高分子ポリマー１００質量部に対
して、５質量部未満の比較例３、２０質量部を超える比較例４、５は接着性が低かった。
重量平均分子量が１５，０００未満又は３５，０００を超えるポリアクリルアミドを含有
する比較例６、７は接着性が低かった。ポリアクリルアミドの代わりにウレタンプレポリ
マーを含有する比較例８～１１は接着性が低かった。
　これに対して、実施例１～１４は、接着力が高く、破壊モードが適正であり、接着性に
優れる。
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